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市
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
の
個
人

情
報
を
守
り
、�
な
り
す
ま
し�

に
よ
る
証
明
書
な
ど
の
不
正
取
得

や
虚
偽
の
届
け
出
に
よ
る
被
害
を

防
ぐ
た
め
、
各
種
届
け
書
の
提
出

や
、
戸
籍
証
明
、
住
民
票
な
ど
の

交
付
申
請
を
受
け
る
際
に
、
身
分

証
明
書
な
ど
の
提
示
を
お
願
い
し

て
い
ま
す
。

本
年
５
月
、
戸
籍
法
と
住
民
基

本
台
帳
法
が
改
正
さ
れ
、
本
人
確

認
が
厳
格
化
さ
れ
ま
し
た
。

●
戸
籍
：
婚
姻
・
離
婚
・
養
子
縁

組
・
養
子
離
縁
・
認
知
届
、
不
受

理
申
し
出

●
住
民
異
動
：
転
入
・
転
出
・
転

居
届
、
世
帯
変
更(

世
帯
主
変
更･

世
帯
合
併
・
世
帯
分
離)

○
住
民
票
の
写
し
・
住
民
票
記
載

事
項
証
明
書
な
ど
住
民
票
に
関
す

る
証
明
書

○
戸
籍
謄
本
・
抄
本

(

全
部
事
項

証
明
書
・
個
人
事
項
証
明
書)

、

改
製
原
戸
籍
、
除
籍
な
ど
の
戸
籍

証
明
書

○
戸
籍
の
附
票

○
身
分
証
明
書

○
外
国
人
登
録
原
票
記
載
事
項
証

明
書

※
そ
の
他
、
市
税
に
関
す
る
証
明

書
、
保
険
証
の
再
発
行
な
ど
に
つ

い
て
も
本
人
確
認
を
し
て
い
ま
す
。

�
運
転
免
許
証
・
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド

(

写
真
付)

・
外
国
人
登

録
証
明
書
・
旅
券
な
ど
、
官
公
署

が
発
行
し
た
写
真
付
の
各
種
免
許

証
・
許
可
証
・
資
格
証
明
ま
た
は

身
分
証
明
書

�
健
康
保
険
証
・
年
金
手
帳
・
年

金
証
書
な
ど
、
官
公
署
が
発
行
し

た
写
真
の
な
い
書
類

�
学
生
証
・
法
人
が
発
行
し
た
身

分
証
明
書
な
ど

(

本
人
が
自
書
し
た
会
員
証
、
名

刺
な
ど
は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。)

窓
口
に
来
た
人
の
本
人
確
認
を

行
い
ま
す
。
本
人
確
認
は
、
申
請

者
の
氏
名
や
生
年
月
日
、
住
所
の

確
認
に
よ
り
行
い
ま
す
。�
の
書

類
が
提
示
で
き
な
い
場
合
は
、�

や�
の
書
類
の
う
ち
複
数
の
提
示

を
お
願
い
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

本
人
確
認
の
書
類
が
提
示
で
き

な
い
場
合
は
、
必
要
な
事
項
を
お

尋
ね
し
、
確
認
し
ま
す
。

本
人
や
同
一
戸
籍
、
直
系
親
族

以
外
の
人
が
戸
籍
証
明
な
ど
を
申

請
す
る
場
合
や
、
本
人
や
同
一
世

帯
員
以
外
の
人
が
住
民
票
な
ど
を

申
請
す
る
場
合
に
は
、
委
任
状
が

必
要
で
す
。

窓
口
で
の
申
請
と
同
様
、
本
人

確
認
書
類
が
必
要
で
、
本
人
確
認

書
類
に
記
載
さ
れ
た
住
所
地
あ
る

い
は
住
民
登
録
を
し
て
い
る
住
所

地
に
お
送
り
し
ま
す
。

代
理
人
か
ら
の
請
求
の
場
合
、

委
任
状
の
提
出
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ

市
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

(�
０
８
２
４-

７
３-
１
１
５
７)

ま
た
は
各
支
所
市
民
生
活
室
市
民

生
活
係

本
人
確
認
を
行
う
届
け
出

交
付
申
請
の
際
、

本
人
確
認
を
行
う
証
明
書

提
示
し
て
い
た
だ
く
書
類
の
例

郵
送
で
の
申
請

本
人
確
認
が
厳
格
化

���������������

○減額措置の要件
①平成19年度住民税の課税所得金額＞所得税と住民税の人的控除の差の合計額
②平成20年度住民税の課税所得金額≦所得税と住民税の人的控除の差の合計額
※課税所得金額とは､ 所得金額から所得控除額を差し引いた後の金額
※人的控除とは､ 配偶者､ 扶養､ 障害者､ 寡婦､ 基礎控除など

国
か
ら
地
方
へ
の
税
源
移
譲
に
よ

り
、
ほ
と
ん
ど
の
方
は
平
成
19
年
か

ら
所
得
税

(

国
税)

が
減
り
、
そ
の

分
住
民
税

(

地
方
税)

が
増
え
て
い

ま
す
。
税
源
の
移
し
替
え
な
の
で
、

｢

所
得
税
＋
住
民
税｣

の
負
担
は
基
本

的
に
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
平
成
19
年
に
所
得
が
減
っ

て
、
所
得
税
が
課
税
さ
れ
な
く
な
っ

た
方
は
、
所
得
税
の
軽
減
を
受
け
ず
、

住
民
税
の
増
加
の
み
受
け
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
、
下
記
の
要

件
を
す
べ
て
満
た
す
場
合
は
、
申
告

に
よ
り
、
す
で
に
納
付
済
み
の
住
民

税
額
か
ら
、
税
源
移
譲
に
よ
り
増
額

に
な
っ
た
住
民
税
相
当
額
を
還
付
す

る
特
例
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
特
例
を
受
け
る
に
は
、
７
月

１
日
〜
31
日
の
間
に
、
平
成
19
年
度

住
民
税
を
課
税
し
た
市
町
村

(

平
成

19
年
１
月
１
日
現
在
お
住
ま
い
の
市

町
村)

に
、
減
額
申
告
書
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

な
お
、
市
で
把
握
で
き
る
方
に
つ

い
て
は
、
後
日
、
個
別
に
申
告
用
紙

を
送
付
す
る
予
定
で
す
。

問
い
合
わ
せ

税
務
課
市
民
税
係
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平成19年度
住民税
のみ適用


